
オランダ村ファンクラブ会員規約 

 

第1 条  本規約の適用範囲 

1.この会員規約は（以下「本規約」という）、西海市の委託を受け、NPO法人西海市観光協

会が運営する、オランダ村ファンクラブ（以下「HVFC」という）の会員に提供される特

典及び、会員の義務を定めたものです。 

2.会員は本規約を承認の上、これを遵守するものとします。 

 

第2条  オランダ村ファンクラブ 

1.オランダ村ファンクラブとは、旧オランダ村の再生を後援し、もって西海市の活性化と発

展に寄与することを目的とするファンクラブです。 

 

第3条  入会金・年会費 

1.一般入会金（初年度会費含む）（税込）（大学生以上） 2,000 円 

2.高校生以下の方は保護者の方の入会を条件に無料とします。 

3.3月15日から3月31日まで入会受付した方は、4月1日に入会したものとみなします。 

4.11月1日から3月15日までに入会する方は1,000円 

5.受領した入会金・年会費のご返金はできませんので、恐縮ですがあらかじめご了承下さい。 

6.入会金・年会費の支払いに必要な振込手数料は、会員の負担とします。 

7.翌年度以降の会費につきましては、あらためてお知らせします。 

 

第4条 入会手続き 

1. 入会を希望される方は所定の入会申込書に必要事項を記入の上、観光協会おもてなしス

テーション（以下「観光協会」という）へ郵送かFAXで送付するとともに、入会金を指

定銀行口座にて納付いただき、入金確認後、会員証を発行いたします。 

2. 入会手続き及び会費のお支払いは、観光協会窓口でも受け付けます。 

 

第5条 会員証 

1.事務局は、入会申込書及び入会金の入金確認後、会員証を交付します。 

2.会員に対する特典は、本会員のみに提供されます。会員は第三者に会員証を貸与または譲

渡する事はできません。 

3.会員は、会員証の紛失、盗難等の場合、速やかにHVFC 事務局に連絡するものとします。 

4.前項の会員証の紛失、盗難等に伴い、会員が会員証の再発行を希望する場合には、HVFC 

 事務局は会員証を再発行いたします。 

 

 



第6 条 会員の特典 

1.会員はHVFC 事務局の定める特典を受けることができます。 

2.HVFC 事務局は、事前に会員に通知して特典の内容を変更することができます。 

 

第7条 届出 

1.会員は、以下の場合、速やかにHVFC 事務局に届出を行うものとします。 

（1）入会申込書の記載事項に変更が生じた場合。 

 

第8条 有効期限及び更新 

1.会員資格の有効期限は発行日から最初に到達する３月３１日までとします。 

2.HVFC 事務局は、前項の有効期限満了日までに、継続に関する案内を行います。継続希望

の会員は、期限満了日までに指定された支払方法にて年会費を支払い、HVFC 事務局が確

認することにより会員資格が1年間延長されます。 

 

第9条 会員資格の取り消し 

1.会員が本規約に違反したとき、また以下の事例に該当する場合、HVFC 事務局は事前に当

該会員に通知することにより、当該会員の会員資格を取り消すことができるものとします。 

この場合、HVFC事務局が受領済みの年会費は返却いたしません。 

（1）会員が当クラブの対面を傷つけ、または他の会員に著しく迷惑をかけた場合。 

（2）会員が当クラブの運営を妨げる行為、誹謗中傷する行為、公序良俗に反する行為、

犯罪的行為、またはそのおそれがある行為を行った場合。 

 

第10条 退会 

1.会員が有効期間内に退会を希望する場合、所定の退会届に必要事項を記入して、HVFC 事

務局に提出することにより、退会することができます。 

この場合、HVFC 事務局が受領済みの年会費は返却いたしません。 

 

第11条 個人情報の取り扱い 

1.HVFC 事務局が会員より収集した個人情報は、会員に対するイベントの案内、その他ファ

ンクラブの情報の送付を目的に利用するものとします。 

また、会員本人以外の第三者に開示、漏洩しないものとし、かつ、当クラブの活動・運営

の為に必要な範囲を超えて利用しないものとします。 

 

第12条 著作権等 

1.HVFC 事務局が発行する当クラブ会報の記事・写真に関する著作権は、HVFC 事務局または

HVFC 事務局に対する情報提供者に帰属するものとします。 



2.会員は会報に掲載されている記事・写真等を著作権法等の法律で認められている範囲内で

利用し、無断掲載、コピーは一切行わないものとします。 

 

第13 条 本規約の変更 

1. HVFC 事務局は会員の了承を得ることなく、本規約の変更することができるものとしま

す。 

 

第14 条 協議事項 

1．本規約の定めない事項または、本規約の解釈につき疑義が生じた事項については、HVFC

事務局の決するところによるものとします。 

 

附 則 

本規約は、平成２３年５月２３日から施行します。 

 

 

オランダ村ファンクラブ 


